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定期預金規定 

 

1． 利用条件 

(１) 本アプリの利用条件は、当金庫に普通預金をお持ちで、キャッシュカードをご利用の個人のお

客さまのうち、本アプリをスマートフォンにインストールのうえ、本規定に同意された方とし

ます。 

(２) 本アプリの利用条件は、当金庫が別途定めた時間内とします。なお、利用時間内であっても、

臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合があ

ります。あらかじめご了承ください。 

(３) 本アプリの利用には、「パスコード」とあわせて、お客さまを特定するためのアカウントが必

要です。 

 

2． パスコード 

(１) パスコードは、お客さまが任意に設定することができる４桁の数字であり、本アプリ初回利用

時に当金庫所定の操作を行うことにより設定してください。設定にあたり、生年月日や電話番

号、同一数字等、第三者に推測されやすい番号を設定することは避けてください。 

(２) 顔認証機能（スマートフォンに登録されている顔を利用する認証方式）または指紋認証機能（ス

マートフォンに登録されている指紋を利用する認証方式）を利用することでパスコードの入力

を省略することができます。ただし、指紋認証機能は、当金庫所定の機能を備える端末でのみ

利用可能です。 

(３) 顔認証機能で利用するお客さまの顔データ及び指紋認証機能で利用するお客さまの指紋デー

タは、お客さまが利用されるスマートフォン内に保存され、当金庫は保管しません。 

 

3． 商品 

 本アプリで作成する定期預金については、以下の規定を適用します。 

(１) 自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（スーパー定期）･･････････････････････････････２ 

(２) 自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（スーパー定期）･･････････････････････４ 

(３) 自由金利型定期預金規定（大口定期預金）･･････････････････････････････････････６ 

(４) 自動継続自由金利型定期預金規定（大口定期預金）･･････････････････････････････８ 

(５) 変動金利定期預金規定･･････････････････････････････････････････････････････１１ 

(６) 自動継続変動金利定期預金規定･･････････････････････････････････････････････１３ 

(７) 商品共通規定･･････････････････････････････････････････････････････････････１５ 
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自由金利型定期預金(Ｍ型)規定(スーパー定期) 
〈非自動継続型〉 

1． （預金の支払時期等） 

 自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「この預金」といいます。）は、西武信用金庫アプリ（以下

「アプリ」といいます。）記載の満期日以後に利息とともに支払います。 

2． （利息） 

(１)  この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」といいます。）

およびアプリ記載の利率（以下「約定利率」といいます。）によって計算し、満期日以後にこ

の預金とともに支払います。ただし、預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の当日まで

の日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日を

「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの

日数およびアプリ記載の中間利払利率によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」

といいます。）を、利息の一部として、各中間利払日以後に、指定口座へ入金します。 

② 預入日の３年後の応当日、預入日の４年後の応当日または預入日の５年後の応当日を満

期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は前記①にかかわらず約定日

数および約定利率によって６か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに

支払います。 

③ 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額）を差引いた利息の

残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。 

(２) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および

解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払いま

す。 

(３) この預金を満期日前に解約する場合および商品共通規定第５条第２項により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前日までの日

数および次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切捨てます。預入期間に応じて計算

した利率が解約日の普通預金利率を下回る場合は、解約日の普通預金利率とします。）によっ

て計算（預入日の３年後の応当日、預入日の４年後の応当日または預入日の５年後の応当日を

満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金については６か月複利の方法）し、この

預金とともに支払います。 

 ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は

各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×５０％ 

C. １年以上３年未満…………約定利率×７０％ 

② 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日としたこ

の預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

C. １年以上１年６か月未満…約定利率×２０％ 

D. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 

E. ２年以上２年６か月未満…約定利率×４０％ 

F. ２年６か月以上３年未満…約定利率×７０％ 

G. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

③ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日としたこ

の預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

C. １年以上１年６か月未満…約定利率×１０％ 

D. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 
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E. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 

F. ２年６か月以上３年未満…約定利率×４０％ 

G. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

H. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

④ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

C. １年以上１年６か月未満…約定利率×１０％ 

D. １年６か月以上２年未満…約定利率×１０％ 

E. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 

F. ２年６か月以上３年未満…約定利率×２０％ 

G. ３年以上４年未満…………約定利率×４０％ 

H. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

(４)  この預金の忖利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

この他、後記の「商品共通規定」を参照ください。 
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自動継続自由金利型定期預金(Ｍ型)規定(スーパー定期) 
〈自動継続型〉 

1． （自動継続） 

(１) 自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「この預金」といいます。）は、西武信用金庫アプ

リ（以下「アプリ」といいます。）記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金（Ｍ

型）に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。 

(２) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の

継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

(３) 継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにアプリで手続きしてく

ださい。この手続きがあったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

2． （利息） 

(１) この預金の利息は、預入日（継続したときはその継続日。以下２．⑴および⑵において同じで

す。）から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」といいます。）およびアプリ記載の利率

（継続後の預金については前記１．⑵の利率。以下これらを「約定利率」といいます。）によ

って計算し、満期日に支払います。 

 ただし、預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの

預金の利息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中

間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数

およびアプリ記載の中間利払利率（継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利

率に７０％を乗じた利率。ただし小数点第 4 位以下は切捨てます。）によって計算した中

間利払額（以下「中間払利息」といいます。）を、利息の一部として、各中間利払日に支

払います。） 

② 預入日の３年後の応当日、預入日の４年後の応当日または預入日の５年後の応当日を満

期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前記①にかかわらず約定

日数および約定利率によって６か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。 

③ 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額）を差引いた利息の

残額（以下「満期払利息」といいます。）は、満期日に支払います。 

(２) この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の２年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この預金および預入日の３年後の応当日、預入日の４年後の応当日または預入日の５年

後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、あらかじ

め指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入

れて継続します。 

② 自動継続自由金利型２年定期預金（Ｍ型）の中間払利息および満期払利息は、指定口座

へ入金します。 

③ 預入日の２年後の応当日の翌日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこ

の預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あ

らかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に

組入れて継続します。 

(３) 継続を停止した場合のこの預金の利息（中間払利息は除きます。）は、満期日以後にこの預金

とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日

までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。 

(４) この預金を満期日前に解約する場合および商品共通規定第５条第２項により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続したときは最後の継

続日。以下同じです。）から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数

点第 4 位以下は切捨てます。預入期間に応じて計算した利率が解約日の普通預金利率を下回る

場合は、解約日の普通預金利率とします。）によって計算（預入日の３年後の応当日、預入日

の４年後の応当日または預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場

合のこの預金については６か月複利の方法）し、この預金とともに支払います。 

 ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は

各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 



5 
 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×５０％ 

C. １年以上３年未満…………約定利率×７０％ 

② 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日としたこ

の預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

C. １年以上１年６か月未満…約定利率×２０％ 

D. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 

E. ２年以上２年６か月未満…約定利率×４０％ 

F. ２年６か月以上３年未満…約定利率×７０％ 

G. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

③ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日としたこ

の預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

C. １年以上１年６か月未満…約定利率×１０％ 

D. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 

E. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 

F. ２年６か月以上３年未満…約定利率×４０％ 

G. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

H. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

④ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

A. ６か月未満……解約日における普通預金の利率 

B. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

C. １年以上１年６か月未満…約定利率×ｌ０％ 

D. １年６か月以上２年未満…約定利率×１０％ 

E. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 

F. ２年６か月以上３年未満…約定利率×２０％ 

G. ３年以上４年未満…………約定利率×４０％ 

H. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

(５) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

この他、後記の「商品共通規定」を参照ください。



6 
 

自由金利型定期預金規定（大口定期預金） 

〈非自動継続型〉 

1． （預金の支払時期等） 

自由金利型定期預金（以下「この預金」といいます。）は、西武信用金庫アプリ（以下「アプリ」

といいます。）記載の満期日以後に利息とともに支払います。 

2． （利息） 

(１) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」といいます。）お

よびアプリ記載の利率（以下「約定利率」といいます。）によって計算し、満期日以後にこの

預金とともに支払います。ただし、預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日まで

の日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日を

「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの

日数およびアプリ記載の中間利払利率によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」

といいます。）を、利息の一部として、各中間利払日に指定口座へ入金します。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額）を差引いた利息の

残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。 

(２) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および

解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払いま

す。 

(３) この預金を満期日前に解約する場合および商品共通規定第５条第２項により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は預入日から解約日の前日までの日数

（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によって計算し、この預金とともに支払い

ます。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は、

各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の２年後の応当日の前日までの日を満期日とした場合 

A. 預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のａ、ｂおよびｃ（ｂ

およびｃの算式により計算した利率の小数点第４位以下は切捨てます。ただし、ｃ

の算式により計算した利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、 

最も低い利率。 

a. 解約日における普通預金の利率 

b. 約定利率－約定利率×３０％ 

c. 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）

預入日数
－約定利率

 

 なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金をアプリ記載の満期日まで新

たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出し

た当金庫所定の利率をいいます。 

B. 預入日の１か月後の応当日以後に解約する場合には、次のａおよびｂの算式により

計算した利率（小数点第４位以下は切捨てます。ただし、ｂの算式により計算した

利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、いずれか低い利率。 

a. 約定利率－約定利率×３０％ 

b. 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）

預入日数
－約定利率

 

 なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金をアプリ記載の満期日まで新

たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出し

た当金庫所定の利率をいいます。 

② 預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日とした場合には、

次のＡ、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＥの算式により計算した利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。ただし、ＡからＤの算式により預入期間に応じて計算した利率が解約日の普通預金

利率を下回る場合は、解約日の普通預金利率とし、Ｅの算式により計算した利率と比較

します。 

また、Ｅの算式により計算した利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、いず
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れか低い利率。 

A. 預入日の２年後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの預金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満……約定利率×５０％ 

c. １年以上３年未満………約定利率×７０％ 

B. 預入日の３年後の応当日から４年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預

金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×２０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×４０％ 

f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×７０％ 

g. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

C. 預入日の４年後の応当日から５年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預

金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×１０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 

f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×４０％ 

g. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

h. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

D. 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×１０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×１０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 

f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×２０％ 

g. ３年以上４年未満…………約定利率×４０％ 

h. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

E. 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）

預入日数
－約定利率

 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金をアプリ記載の満期日まで新たに

預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫

所定の利率をいいます。 

(４) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

この他、後記の「商品共通規定」を参照ください。 
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自動継続自由金利型定期預金規定(大口定期預金) 
 

〈自動継続型〉 

1． （自動継続） 

(１) 自動継続自由金利型定期預金（以下「この預金」といいます。）は、西武信用金庫アプリ（以

下「アプリ」といいます。）記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的

に継続します。継続された預金についても同様とします。 

(２) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の

継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

(３) 継続を停止するときは、満期日（継続したときはその満期日）までにアプリで手続きしてくだ

さい。この手続きがあったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

2． （利息） 

(１) この預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日。以下２．⑴および⑵について同じ

です。）から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」といいます。）およびアプリ記載の利

率（継続後の預金については前記１．⑵の利率。以下これらを「約定利率」といいます。）に

よって計算し、満期日に支払います。 

 ただし、預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの

預金の利息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日を

「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの

日数およびアプリ記載の中間利払利率（継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金

の利率に７０％を乗じた利率。ただし小数点第４位以下は切捨てます。）によって計算し

た中間利払額（以下「中間払利息」といいます。）を、利息の一部として、各中間利払日

に支払います。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息の残

額（以下「満期払利息」といいます。）は、満期日に支払います。 

(２) この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の２年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、

または満期日に元金に組入れて継続します。 

② 預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの預金

の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息はあらかじめ

指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れ

て継続します。 

(３) 継続を停止した場合のこの預金の利息（中間払利息は除きます。）は、満期日以後にこの預金

とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日

までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算 

します。 

(４) この預金を満期日前に解約する場合および商品共通規定第５条第２項により解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたときは最後の

継続日）から解約日の前日までの日数（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によ

って計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、

その支払額（中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差

額を清算します。 

① 預入日の２年後の応当日の前日までの日を満期日とした場合 

A. 預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のａ、ｂおよびｃ（ｂ

およびｃの算式により計算した利率の小数点第４位以下は切捨てます。ただし、ｃ

の算式により計算した利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、 

最も低い利率。 

a. 解約日における普通預金の利率 
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b. 約定利率－約定利率×３０％ 

c. 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）

預入日数
－約定利率

 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金をアプリ記載の満期日まで新た

に預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した

当金庫所定の利率をいいます。 

B. 預入日の１か月後の応当日以後に解約する場合には、次のａおよびｂの算式により

計算した利率（小数点苐４位以下は切捨てます。ただし、ｂの算式により計算した

利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、いずれか低い利率。 

a. 約定利率－約定利率×３０％ 

b. 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）

預入日数
－約定利率

 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金をアプリ記載の満期日（継続を

したときはその満期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用

される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。 

② 預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日とした場合には、

次のＡ、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＥの算式により計算した利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。ただし、ＡからＤの算式により預入期間に応じて計算した利率が解約日の普通預金

利率を下回る場合は、解約日の普通預金利率とし、Ｅの算式により計算した利率と比較

します。 

また、Ｅの算式により計算した利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、いず

れか低い利率。 

A. 預入日の２年後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの預金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×５０％ 

c. １年以上３年未満…………約定利率×７０％ 

B. 預入日の３年後の応当日から４年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預

金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×２０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×４０％ 

f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×７０％ 

g. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

C. 預入日の４年後の応当日から５年後の応当日の前日までの日を滴期日としたこの預

金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×１０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×２０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 

f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×４０％ 

g. ３年以上４年未満…………約定利率×７０％ 

h. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

D. 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×１０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×１０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×１０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×２０％ 
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f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×２０％ 

g. ３年以上４年未満…………約定利率×４０％ 

h. ４年以上５年未満…………約定利率×７０％ 

E. 
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）

預入日数
－約定利率

 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金をアプリ記載の満期日（継続をした

ときはその満期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利

率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。 

(５) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

この他、後記の「商品共通規定」を参照ください。 
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変動金利定期預金規定 
 

〈非自動継続型〉 

1． （預金の支払い時期等） 

変動金利定期預金（以下「この預金」といいます。）は、西武信用金庫アプリ（以下「アプリ」と

いいます。）記載の満期日以後に利息とともに支払います。 

2． （利率の変更） 

この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの応当日に

変更し、変更後の利率は、その日を預入日としその６か月後の応当日を満期日とする自由金利型

定期預金（Ｍ型）（この預金の金額が当金庫所定の金額以上の場合は自由金利型定期預金）の店頭

表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫所定の利率を加える方式

により算定するものとします。 

ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別の定め

をしたときは、その定めによるものとします。 

3． （利息） 

(１) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払いま

す。 

① 預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの応当日を「中間利払

日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数（以下

「中間利払日数」といいます。）およびアプリ記載の中間利払利率（前記２．により利率

を変更したときは、変更後の利率に７０％を乗じた利率。ただし、小数点第 4 位以下は

切捨てます。）によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」といいます。）を、利

息の一部として、各中間利払日に指定口座へ入金します。 

② 中間利払日数およびアプリ記載の利率（前記２．により利率を変更したときは、変更後

の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。）によって計算した金額ならび

に最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額

の合計額から中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引

いた残額を、満期日以後にこの預金とともに支仏います。 

③ 預入日の３年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息

は、前記①②にかかわらず、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によっ

て６か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。 

(２) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および

解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払いま

す。 

(３) この預金を満期日前に解約する場合および商品共通規定第５条第２項により解約する場合に

は、その利息は次のとおり支払います。 

① 預入日の６か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日ま

での日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払

います。 

② 預入日の６か月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払

日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切捨てます。）によって計算

した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数

および次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切捨てます。）によって計算した

金額の合計額（以下「期限前解約利息」といいます。）をこの預金とともに支払います。 

この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息（中間利払日が複数ある

場合は各中間払利息の合計額）との差額を清算します。 

A. 預入日の１年後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの預金の場合 

a. ６か月以上１年未満………約定利率×５０％ 

b. １年以上３年未満…………約定利率×７０％ 

B. 預入日の３年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

a. ６か月以上１年未満………約定利率×４０％ 
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b. １年以上１年６か月未満…約定利率×５０％ 

c. １年６か月以上２年未満…約定利率×６０％ 

d. ２年以上２年６か月未満…約定利率×７０％ 

e. ２年６か月以上３年未満…約定利率×９０％ 

③ 預入日の３年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合には、その利息は

預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以

下は切捨てます。）によって６か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×４０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×５０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×６０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×７０％ 

f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×９０％ 

(４) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

この他、後記の「商品共通規定」を参照ください。 
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自動継続変動金利定期預金規定 
 

〈自動継続型〉 

1． （自動継続） 

(１) 自動継続変動金利定期預金（以下「この預金」といいます。）は、西武信用金庫アプリ（以下

「アプリ」といいます。）記載の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期預金に自動的に継

続します。継続された預金についても同様とします。 

(２) この預金の継続後の利率は、継続日を預入日として６か月後の応当日を満期日とする自由金利

型定期預金（Ｍ型）（この預金の金額が当金庫所定の金額以上の場合には自由金利型定期預金）

の店頭表示の利率に、この預金の預入日から満期日までの期間に応じた継続日 

における当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとします。 

ただし、この預金の継続後の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準とし

て別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

(３) 継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにアプリで手続きしてく

ださい。この手続きがあったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

2． （利率の変更） 

この預金の利率は、預入日（継続をしたときはその継続日。２．および３．⑴において同じです。）

から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、

その日を預入日としその６か月後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金（Ｍ型）（この預金

の金額が当金庫所定の金額以上の場合には自由金利型定期預金）の店頭表示の利率に、この預金

の預入日から満期日までの期間に応じた当金庫所定の利率を加える方式により算定するものとし

ます。 

ただし、この預金の利率について、前記の算定方式により算出される利率を基準として別の定め

をしたときは、その定めによるものとします。 

3． （利息） 

(１) この預金の利息は、預入日から満期日までの日数について計算し、次のとおり支払います。 

① 預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの応当日を「中間利払

日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数（以下

「中間利払日数」といいます。）およびアプリ記載の中間利払利率（前記２．により利率

を変更したときは、変更後の利率に７０％を乗じた利率。継続後の預金の中間利払利率

は継続後の預金の利率に７０％を乗じた利率。ただし、小数点第 4 位以下は切捨てます。）

によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」といいます。）を、利息の一部として、

各中間利払日に指定口座へ入金します。 

② 中間利払日数およびアプリ記載の利率（前記２．により利率を変更したときは、変更後

の利率。継続後の預金については前記１．⑵の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」

といいます。）によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの

日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息（中間利払日が複数

ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた残額を、あらかじめ指定された方法によ

り、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。 

③ 預入日の３年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息

は、前記①②にかかわらず、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によっ

て６か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ

入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。 

(２) 継続を停止した場合この預金の利息（中間払利息を除きます。）は、満期日以後にこの預金と

ともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日ま

での日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算し 

ます。 

(３) この預金を満期日前に解約する場合および商品共通規定第５条第２項により解約する場合に

は、その利息は次のとおり支払います。 

① 預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。）の６か月後の応当日の前日ま

でに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通

預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 
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② 預入日の６か月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払

日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切捨てます。）によって計算

した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数

および次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切捨てます。）によって計算した

金額の合計額（以下「期限前解約利息」といいます。）をこの預金とともに支払います。 

この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息（中間利払日が複数ある

場合は各中間払利息の合計額）との差額を清算します。 

A. 預入日の１年後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの預金の場合 

a. ６か月以上１年未満………約定利率×５０％ 

b. １年以上３年未満…………約定利率×７０％ 

B. 預入日の３年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

a. ６か月以上１年未満………約定利率×４０％ 

b. １年以上１年６か月未満…約定利率×５０％ 

c. １年６か月以上２年未満…約定利率×６０％ 

d. ２年以上２年６か月未満…約定利率×７０％ 

e. ２年６か月以上３年未満…約定利率×９０％ 

③ 預入日の３年後の応当日を満期日としたこの預金を複利型とした場合には、その利息は

預入日（継続したときは最後の継続日。以下同じです。）から解約日の前日までの日数お

よび次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切捨てます。）によって６か月複利

の方法で計算し、この預金とともに支払います。 

a. ６か月未満…解約日における普通預金の利率 

b. ６か月以上１年未満………約定利率×４０％ 

c. １年以上１年６か月未満…約定利率×５０％ 

d. １年６か月以上２年未満…約定利率×６０％ 

e. ２年以上２年６か月未満…約定利率×７０％ 

f. ２年６か月以上３年未満…約定利率×９０％ 

(４) この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

この他、後記の「商品共通規定」を参照ください。 
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商品共通規定 
 

1． （証券類の受入れ） 

小切手その他の証券類を受入れすることはできません。 

2． （反社会的勢力との取引拒絶） 

この預金口座は、第５条第２項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当

しない場合に利用することができ、第５条第２項第１号、第２号ＡからＦまたは第３号ＡからＥ

の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

3． （通帳・証書の不発行） 

  本アプリを利用して開設される定期預金口座については定期預金通帳・証書は発行いたしま 

せん。 

4． （印鑑レス口座） 

 (１)本アプリを利用して開設される定期預金口座については、取引口座の開設にあたり、当金庫へ

の取引印鑑の届出を行わず、取引の際の本人確認を、定期預金規定第２項のパスコード、生体

認証による照合、その他印鑑照合を利用しない方式の認証により行ないます。 

(２)前記(１)における本人確認により、正当な取引権限を有するお客さまからの依頼であるとみな

すため、本人確認に供された情報等につき、偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があって

も、また、その依頼が無権限、権限逸脱等によるものであっても、それにより生じた損害につい

ては、別途定める場合を除き、当金庫は一切の責任を負担しません。 

5． （預金の解約、書換継続） 

(１) この預金を解約または書替継続するときは、西武信用金庫アプリ（以下「アプリ」といいます。）

で解約の手続きをしてください。 

(２) 前項のほか、次の各号に一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当

金庫が判断した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによ

りこの預金口座を解約することができるものとします。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明•確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場

合 

② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

A. 暴力団 

B. 暴力団員 

C. 暴力団準構成員 

D. 暴力団関係企業 

E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

F. その他前各号に準ずる者 

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

A. 暴力的な要求行為 

B. 法的な責任を超えた不当な要求行為 

C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金

庫の業務を妨害する行為 

E. その他前各号に準ずる行為 

6． （届出事項の変更、アカウントの再発行） 

(１) スマートフォンの紛失や第三者によるアプリの不正操作が疑われるとき、または、名称、住所

その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫の本支店の窓口に届出て

ください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

(２) スマートフォンの紛失や第三者によるアプリの不正操作が疑われる場合、当金庫所定の手続き

をした後に、預金者がアカウントのパスワード変更またはアカウントの再発行をアプリで行い

ます。 

7． （本人確認の方法） 
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(１) 定期預金規定第１条第３項のアカウントのパスワードの一致を認識した場合は、当金庫は次の

事項を確認できたものとして取扱います。 

① 契約者の意思による利用の申込、または承諾の意思表示であること。 

② 受信した依頼内容が真正なものであること。 

(２) 取引業務にてパスワード等が不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故が

あっても、そのために生じた損害については、当金庫の故意または過失により生じたものでな

い限り責任を負いません。パスワード等は、第三者に知られたり盗難されないようお客さまが

厳重に管理するものとします。 

8． （譲渡、質入れの禁止） 

(１) この預金は、譲渡または質入れすることはできません。 

(２) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行い

ます。 

9． （保険事故発生時における預金者からの相殺） 

(１) 自動継続および預金の支払時期等の条項にかかわらず、この預金は、満期日が未到来であって

も、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務

と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができま

す。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金

庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定

されている場合にも同様の取扱いとします。 

(２) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法

を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務ま

たは当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺

されるものとします。 

② 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅

滞なく異議を述べ、担保•保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるも

のとします。 

(３) 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日ま

でとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、変動金利定期預金で利率

の変更の際に店頭で利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用す

るものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知

が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。ま

た、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫

の定めによるものとします。 

(４) 第１頂により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用する

ものとします。 

(５) 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある

ときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承

諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

10． （成年後見人等の届出） 

(１) 家庭裁判所の審判により、補助•保佐•後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後

見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。 

(２) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任

意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。 

(３) すでに補助•保佐•後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選出がなされて

いる場合にも、前２項と同様に、直ちに書面によって届出てください。 

(４) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てく

ださい。 

(５) 前４項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

11． （規定の変更等） 
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(１) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由がある場合

には、ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとしま

す。 

(２) 前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を超過した日から適用されるものとします。 

 

 

以 上 

 


